
 
 

山形広域環境事務組合一般職に属する技能労務 

職員の範囲を定める規則 
 
                                                              昭和４９年４月 
                                                              共衛規則第３号 

 

 改 正  平成４年３月共衛規則第９号 

 

 この組合の一般職に属する技能労務職員とは、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第５７条に規定する単純な労務に雇用される職員で、次に掲げる者のうち技術者、監

督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。 

（１）作業員、電気技士等で機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者 

   （平４規則９・一部改正） 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和４５年７月１日から適用する。 

      附  則    （平成４年３月改正） 

  この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


